
火災危険性を有するおそれのある物質等に関する 
調査検討報告書の概要 

 「火災危険性を有するおそれのある物質」及び「消防活動阻害物質」を早期に把握し、
それらの危険性を検証することにより、消防法の危険物又は消防活動阻害物質としての追
加を行うことが妥当であるかどうかについて検討を行う。 

２ 検討会委員名簿（五十音順） 

３ 検討会開催状況 

【第２回検討会】 平成２５年８月２２日開催 
  ・ 火災危険性を有するおそれのある物質及び消防活動阻害物質に係る候補物質の決定 

【第３回検討会】  平成２６年３月４日開催 

  ・ 検討報告書（案）の決定 
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環境安全研究センター センター長 教授 
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田 村  昌 三 東京大学 名誉教授（座長） 

鶴 田  俊 
秋田県立大学 システム科学技術学部  
機械知能システム学科 教授 
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一般社団法人日本化学工業協会 
環境安全部 部長 

１ 目的 

【第１回検討会】 平成２５年４月１９日開催 
  ・ 火災危険性を有するおそれのある物質及び消防活動阻害物質の調査方法の決定 

○ 火災危険性を有するおそれのある物質 
 以下のいずれかに該当する物質 
 ① 現在消防法上の危険物に該当しない物質で、火災危険性を有すると考えられる物質 
 ② 既に危険物に該当するものの、他の類に属する性状を示すおそれのある物質 
○ 消防活動阻害物質 
 火災予防又は消火活動上支障を生ずる物質で、消防法第９条の３に規定する物質をいう。
（例：圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の火災危険の大きいガス、シアン化ナトリウム、
フッ化水素、アンモニア等の毒物・劇物等） 

別添 



○調査物質 
国内外の８つの事故事例のデータベース、化学物質や危険物輸送に関する文献等から火災
危険性を有するおそれのある物質１５物質を抽出し、入手可能な物質のうち事故の原因と予
想される物質、用途・流通量の多い物質といった優先順位の高い４物質について、詳細な調
査・分析を行った。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○調査検討結果 

今回の調査において、 火災危険性を有するおそれのある物質が該当する可能性がある危険
物の類別に応じた確認試験を行ったところ、いずれも政令で定める性状を示すものはなく、危
険性なしの判定結果が得られた。したがって、消防法上の危険物へ新たに追加すべき物質
はなかった。 
 

火災危険性を有するおそれのある物質 

消 防 活 動 阻 害 物 質 

○調査物質 
毒物及び劇物指定令の一部改正（平成25年６月28日及び平成25年７月15日に施行）により、毒
物・劇物に新たに指定された４物質が新たな消防活動阻害物質の候補となった。 
 

○調査検討結果 
毒物・劇物に新たに指定された４物質は、全て引火性を有する危険物に該当するため、消防活
動阻害物質に新たに指定すべき物質はなかった。 

４ 検討報告書の結論の概要 

物質名 抽出の理由 性状 試験の類別 試験結果

・四硫化ナトリウム
雨の影響で吸湿し、
発火したと思われる事故が発生した。

固体 3類 危険性なし

・2-(ジエチルアミノ)エチル
 ブロミド臭化水素酸塩

最近流通が見られるようになった物質で、
引火点が低いと考えられる。

粉粒状 2類 危険性なし

・シアノシクロプロパン
平成21年度に自己反応性物質である
可能性があるとされた。

液体 5類 危険性なし

・過塩素酸鉛水溶液
化学品の分類および表示に関する世界調和システム（ＧＨ

Ｓ）で火災危険性を有する危険物として取り扱われている。 液体 6類 危険性なし
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